
不動産登記法の改正で相続登記義務化 

令和６年４月１日以降になると、不動産

登記法の改正（令和３年４月28日公布）に

より、相続や遺贈により不動産を取得した

相続人にとって、相続の開始があったこと

を知り、かつ、その所有権を取得したこと

を知った日から３年以内に相続登記の申請

をすることが義務付けられることになりま

した。相続登記の義務化は、施行日前に相

続の開始があったものについても、遡って

適用されます。義務違反は10万円以下の過

料の対象です。 

「相続人申告登記」の新設 

３年以内に遺産分割が成立しない場合に

は、相続人が、登記官に対して、所有権の登

記名義人について相続が開始した旨と、自

らが相続人である旨を、相続登記の申請義

務履行期間内(３年以内)に各人が申し出る

ことで、相続登記の申請義務は履行したも

のとみなされ、申し出を受けた登記官は職

権登記を行います。これを「相続人申告登

記」と言い、この場合の登録免許税は、職権

登記の非課税の規定の適用と措置されます。 

ただし､この相続人申告登記では､持分割

合の記載はなく、仮の報告を記載したもの

との扱いなので、所有権主張の根拠にはな

りません。また、遺産分割成立から３年以

内に遺産分割の内容を踏まえた所有権移転

登記の申請をすることも義務とされました。 

今年の登録免許税法の改正 

なお、次の非課税措置も見直されていま

す。 

①相続により土地の所有権を取得した個人

が相続登記をする前に死亡したときの当該

死亡者を当該土地の所有権の登記名義人と

するためにする登記の登録免許税（これは

適用期限延長の見直し） 

②不動産の価額が 100万円以下の土地であ

るときの相続による所有権移転登記又は表

題部所有者の相続人が受ける所有権保存登

記についての登録免許税（この見直しは令

和４年４月１日以後の登記から適用） 

所有者不明土地関連はこれから 

 なお、来年以降に施行とされている所有

者不明土地関連の民法・不動産登記法・相

続土地国庫帰属法の改正・創設に伴う新た

な税制が、来年以降、目白押しで現れて来

ると思われます。 
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今年の改正税法 

相続登記義務化と登録免許税 

相続登記未了と

住所不明で所有

者不明土地が増

えている。 

mailto:info@str-tax.jp
http://www.str-tax.jp

